
一般競争入札公告（Ｈ２７.３.２） 

１ 調達品名・数量 （品名） 郵便局利用者の誘導作業の委託 

２ 納入期限・場所 仕様書のとおり

３ 入・開札の日時及び場所 平成２７年３月２４日（火） １４時   日本郵便株式会社 近畿支社 ２F 入札室 

４ 入札者に求められる義務等 

入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を３月１３日（金）正午までに下記６に示す場所に提出すること。 

（１）総務省競争参加資格（全省庁統一参加資格）（写） 

（「役務の提供」（営業品目「建物管理等各種保守管理」（近畿地域の資格を有する者）） 

（２）警備業法に定める警備業の資格の証明書（写） 

（２）下見積書 

５ 落札者の決定 予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

６ 本件に関する問合せ先 日本郵便株式会社 近畿支社 支社長室 総務部 調達担当  電話 ０６－６９４４－５５５１     

７ 契約書等作成の要否 契約書の作成が必要 

８ その他事項 

入札に当たっては、次に掲載の入札者注意書等関係書類を熟読すること。 

ＵＲＬ http://www.japanpost.jp/ 

 日本郵政ホームページ→ 会社情報→ 調達情報→ 物品･役務関係→ 入札に必要な各種様式→ 日本郵便株式会社用

窓他年予 第７０３号一般競争入札公告



仕 様 書 

１ 件名等 

郵便局利用者の誘導作業の委託  

２ 履行場所 

(1) 西成郵便局（大阪市西成区岸里２丁目３番２９号）前歩道及び局内 

 (2) 西成花園郵便局（大阪市西成区花園北２－１３－６）前道路 

 (3) 西成花園南郵便局（大阪市西成区花園南１－１３－３０）前道路 

 (4) 西成今池郵便局（大阪市西成区天下茶屋北１－５－３）前道路 

 (5) 西成天下茶屋郵便局（大阪市西成区天下茶屋２－６－２８）前道路 

３ 履行期日（生活保護費振込日） 

  平成２７年４月から平成２８年３月までの間、毎月１回、大阪市が支給する生活保護 

 費の振込日当日 

  また、生活保護費振込日に変更等があった際も対応すること。 

 （平成２７年度における生活保護費振込日） 

平成２７年 ４月３０日（木）    平成２７年１０月２９日（木） 

平成２７年 ５月２９日（金）    平成２７年１１月３０日（月） 

  平成２７年 ６月３０日（火）    平成２７年１２月２４日（木） 

  平成２７年 ７月３０日（木）    平成２８年 １月２９日（金） 

  平成２７年 ８月３１日（月）    平成２８年 ２月２９日（月） 

  平成２７年 ９月３０日（水）    平成２８年 ３月３１日（木） 

４ 配置人員 

 (1) 西成郵便局：２名 

 (2) 西成花園郵便局：２名 

 (3) 西成花園南郵便局：１名 

 (4) 西成今池郵便局：２名 

 (5) 西成天下茶屋郵便局：１名 

５ 履行時間 

 (1) 一日あたりの労働時間 

  ア 西成郵便局 

午前７時３０分～午前１２時００分までの１日あたり４時間３０分 

  イ 西成花園郵便局 

   午前８時３０分～午前１２時００分までの１日あたり３時間３０分 

  ウ 西成花園南郵便局 

午前８時３０分～午前１２時００分までの１日あたり３時間３０分 

  エ 西成今池郵便局 

午前８時３０分～午前１２時００分までの１日あたり３時間３０分 

  オ 西成天下茶屋郵便局 

午前８時３０分～午前１２時００分までの１日あたり３時間３０分 

(2) 委託期間内の総労働時間 ３６０時間 



 ア 西成郵便局：１日４時間３０分×１２日間×２名＝１０８時間 

  イ 西成花園郵便局：１日３時間３０分×１２日間×２名＝８４時間 

  ウ 西成花園南郵便局：１日３時間３０分×１２日間×１名＝４２時間 

  エ 西成今池郵便局：１日３時間３０分×１２日間×２名＝８４時間 

  オ 西成天下茶屋郵便局：１日３時間３０分×１２日間×１名＝４２時間 

６ 契約業者の資格 

  契約業者は警備業法に定める警備業の資格を有していること。なお、資格を証明する

ものの写しを提出すること。 

７ 配置要員名簿等の提出 

  契約業者は、委託期間開始前までに日本郵便株式会社近畿支社郵便局本部事業管理部

総務担当（以下「当支社」という。）及び各郵便局長に、配置する誘導員の名簿及び配置

予定表を提出すること。 

  また、途中で配置要員が変更となった場合も、速やかに変更後の名簿及び配置予定表

を提出すること。 

８ 履行内容等 

(1) 郵便局を利用予定のお客さまに開局前の誘導をすること。 

(2) 郵便局周辺の道路に路上駐輪しようとする郵便局利用者を、指定のお客さま駐輪場

に誘導すること。 

(3) 誘導に当たり、随時、お客さま駐輪場の空き状況を確認すること。 

(4) 郵便局前に駐輪してある郵便局利用者のバイク・自転車等が通行等の妨げになって

いる場合は、随時、整理整頓すること。 

(5) 郵便局利用者の安全を確保し、交通災害の防止に努めること。 

(6) 作業終了時、別に定める作業日誌に１日のお客さまの誘導状況、その他作業内容（自

転車の整理整頓等）特記事項等を記録し、毎日の履行時間終了後、各郵便局長に提出

すること。 

９ 作業時の注意事項 

(1) 作業中は、適切な言葉遣いで親切丁寧に対応し、粗暴な言葉遣いや態度で郵便局 

利用者及び郵便局近隣の住民等に不快感を与えないよう注意すること。 

(2) 苦情申告等のトラブルが発生した場合は、直ちに各郵便局長へ届けるとともに、局

長の指示に従うこと。 

(3) 服装は、誘導員としてふさわしい服装を着用するとともに、作業中は、日本郵便株

式会社による作業と分かるよう、「郵便局」と記載した腕章等を着用すること。 

10 備品等の準備 

本作業に必要となる備品等（ヘルメット、笛、腕章、誘導棒等）は、すべて契約業者

で準備すること。 

11 誘導員の交代 

  当支社は、以下のいずれかの事情が発生した場合、その理由を示して、誘導員の交代

を求めることができるものとする。 

 (1) 誘導員が作業に必要な要件を著しく欠いていると認められるとき。 



 (2) 誘導員が指示に従わないとき。 

 (3) 誘導員が正当な理由なく作業を著しく遅延し、又は作業に着手しないとき。 

 (4) 誘導員の作業状況が著しく誠意を欠くと認められるとき。 

12 留意事項 

(1) 本仕様書の履行に際しては、日本郵便株式会社保有の顧客情報等を含む一切のデー

タを複写又は複製してはならない。 

(2) 契約業者は、本件委託が原因となり、日本郵便株式会社の信用を失墜させ、若しく

は、日本郵便株式会社へ損害を負わせた場合は、損害賠償の責めを負うものとする。 

(3) 誘導作業時に誘導ミスにより事故等を発生させた場合、対応は契約業者側で行うこ

と。 

(4) 履行期間中に病気、その他の事由により急遽、誘導員が作業に従事できなくなった

場合は、代替要員を手配し、作業が中断することのないようにすること。 

(5) 誘導員の責任によらず、交通機関の遅延等により開始時間に間に合わなかった場合

において、当該遅延に係る遅延証明を各郵便局長に提出し認められた場合や、自然災

害等により各郵便局長の指示において作業に従事しない時間があった場合、当該時間

は作業従事したものとみなすことができることとする。 

(6) 誘導員の休憩時間及びトイレの使用については、各郵便局長と調整すること。 

(7) 本契約の履行に従事する貴社労働者に対し、公益通報者保護法に係る通報窓口に 

ついて、指定の周知文を受領したことを確認のうえ、当該周知文を用いて周知に努め

ること。 

(8) 契約業者は、毎月各履行時間前に、それぞれの誘導員が現地に到着していることを

確認すること。 

(9) 非常時の連絡手段として、各誘導員が携帯電話等を所持すること。 

(10) その他、詳細については、当支社の指示に従うこと。 

13 支払 

  １ヶ月ごとに支払うこととする。 

毎月の履行完了後、各誘導員の作業日誌を取りまとめ、履行確認書とともに翌月２日

までに当支社へ提出すること。 

なお、1 ヶ月分の合計時間数に 1 時間未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

14 その他 

この仕様書に記載されていない事項及び詳細については、警備業法及び当支社(TEL：

０６－６９４４－５４４５)の指示によること。 



  ８：３０ ～　９：００ （人）

  ９：００ ～ １０：００ （人）

１０：００ ～ １１：００ （人）

１１：００ ～ １２：００ （人）

計 （人）

【特記事項】

郵　便　局
確　認　印

作　業　日　誌

【　　　　　　　　郵便局】

平成　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　天候：　　　　　

時間帯 誘導員氏名
誘導した
来客者概数



　  ７：３０ ～  ８：００ （人）

  ８：００ ～　９：００ （人）

  ９：００ ～ １０：００ （人）

１０：００ ～ １１：００ （人）

１１：００ ～ １２：００ （人）

計 （人）

【特記事項】

郵　便　局
確　認　印

平成　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　天候：　　　　　

作　業　日　誌

時間帯 誘導員氏名
誘導した
来客者概数

【　　　　　　　　郵便局】



（以下、当社使用欄）  

契約締結の決定伺い 

(部長) （担当部長） （課長） （係長） （主任） （担当）

契 約 番 号 窓他年予 ７０３号 納入場所 

契 約 月 日 平成  年  月  日 備考 

納 入 期 限 

履 行 期 限 

入札金額（見積金額）欄は、「税抜き額」を記入すること。 

入 札 書 兼 見 積 書 
 平成  年  月  日

 契約責任者 

  日本郵便株式会社 近畿支社長 殿 

入札者（見積者）                      印

 住所                           

 氏名                            印

入 札 金 額 

（ 見 積 金 額 ） 

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

（契約金額             円） 

（うち消費税額           円） 

 内 訳 

品名等 予定数量 単位 単価 合価 

郵便局利用者の誘導作業の委託    円 円

 西成郵便局 １０８ 時間  円 円

 西成花園郵便局 ８４ 時間  円 円

 西成花園南郵便局 ４２ 時間 円 円

 西成今池郵便局 ８４ 時間  円  円 

 西成天下茶屋郵便局 ４２ 時間 円 円

 入札者注意書（又は入札説明書）、契約条項、その他定められた事項を承諾の上、上記のとおり入札します。なお、落札の際には、確実に履行します。 



入 札 者 注 意 書

日本郵便株式会社 

 一般競争方式及び見積り合せ方式は、日本郵便株式会社から別に公告又は通知した事項の

ほか、この注意書の定めるところにより入札を行う。 

１ 入札書の記載方法 

(1) 入札書は日本語で記載すること。 

   なお、金額については日本国通貨とする。 

(2) 入札書は所定の様式によること。 

(3) 記載項目は次のとおり。 

ア 入札金額 

(ｱ) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。） 

を除いた金額とすること。 

なお、契約金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを 

問わず、入札書に記載された金額に消費税等（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を含めた金額とする。 

(ｲ) 入札金額には、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料及び関税等一切の諸

経費を含めること。 

(ｳ) 当社が求める範囲で、内訳を明らかにすること。 

イ 品名（件名） 

    調達する物品等の品名（件名）として示したものとする。 

ウ 年月日 

入札・開札の年月日とする。ただし、郵便による入札の場合の日付は、入札書を作

成した年月日とする。 

エ 入札者氏名及び押印等 

(ｱ) 入札者氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とし、押印する

ものとする。 

(ｲ) 外国業者にあっては、署名をもって押印に代えることができる。 

２ 入札書の提出方法 

入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。 

(1) 別に指定した場合を除いて、入札・開札の日時に入札書を入札箱に投かんする。 

なお、入札書の提出場所及び期限があらかじめ指定されている場合は、それに従い期

限までに提出する。 

(2) 郵便（書留郵便又は特定記録郵便に限る。）による場合は、入札書を封筒に入れ封印し、

かつその表面に入札者氏名（法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の

氏名及び代理人の氏名を含む。）及び「  月  日開札「入札品名」の入札書在中」と

記載し、初度入札の入札書在中の封筒には「１回」と、再度入札の入札書在中の封筒に

は「２回」と記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載

して、入札公告に示した日時までに、入札公告に示した場所宛て郵送（必着）しなけれ

ばならない。ただし、競りによる入札の場合は初度入札後、直ちに競り下げに移行し、

郵便入札の場合は競りに参加できないため、初度入札用の入札書のみを郵送すること。 

なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

また、見積り合せ方式の郵便による入札は、事前に認められたものに限る。 

(3) 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 



３ 代理人による入札 

(1) 代理人が入札する場合には、入札書に入札者の氏名（法人の場合はその名称又は商号

及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印をしてお

くとともに、入札日時（又は入札書の提出日時）までに委任状を提出しなければならな

い。 

(2) 入札者又はその代理人は、１の入札について他の入札者の代理人を兼ねることができ

ない。 

４ 入札書の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

(1) 競争に参加するための条件を満たさない者又は指名しない者により提出された入札書

(2) 委任状のない代理人により提出された入札書 

(3) 代理人が入札する場合、入札者の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者

の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書

(4) ２人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書 

(5) 同一の者により提出された２以上の入札書

(6) 郵便で差し出された場合において、入札公告に示した入札日時に指示する場所に到

着しなかった入札書 

(7) 入札公告等に示した入札・開札の日時又は締切日時までに指示する場所に提出されな

い入札書 

(8) 記載事項が不備な入札書 

ア 入札金額が不明確な入札書 

イ 入札金額の記載を訂正した入札書で、訂正について押印のないもの 

ウ 品名・数量が調達する物品の品名・数量として示したものと異なる入札書 

エ 調達する物品等又は役務の名称、数量及び合価の記載のない入札書 

オ 入札者及び代理人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名。代

理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名）の判然としない入札書 

カ 押印のない入札書 

キ 郵便で差し出された場合において上記２(2)に定める記載のない入札書 

ク その他記載事項が不備又は判読できない入札書 

(9) 明らかに連合によると認められる入札書 

(10)その他入札に関する条件に違反した入札書 

５ 入札書の内訳金額と合計金額が符合しない場合 

落札後、入札者に内訳を記載させる場合があるので、内訳金額が合計金額と符合しない

ときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は、内訳金額の補

正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。 

６ 秩序の維持 

(1) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22 年法律 54 号）の厳守 

入札者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に抵触する等、次に掲

げるような行為を行ってはならない。 

ア 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札金額又は入札

意思についていかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めなければならない。 

イ 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札金額を意図的に開示してはな

らない。 

ウ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。 

(2) 入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退

去させることがある。 



なお、入札執行者が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止す

ることがある。 

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。 

イ みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。 

７ 開札 

(1) 開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 

なお、立会者は１名に限る。ただし、入札者又はその代理人が立ち合わない場合は日

本郵便株式会社の社員を立ち会わせて行う。 

(2) 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできな

い。 

(3) 入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係社員の求め

に応じ、身分証明書を提示しなければならない。ただし、入札の権限に関して委任を行

う場合は、遅くとも入札の前までに委任状を提出する。 

(4) 入札者又はその代理人は、契約責任者等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた

場合のほか、開札場所を退出することができない。 

(5) 入札及び見積り合せ方式の開札結果は、入札締切後、速やかに発表を行う。 

(6) 開札した場合において、各人の入札のうち日本郵便株式会社が定める金額の制限に達

した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行う。再度入札時に入札書の提出がない

場合は、再度入札を辞退したものとして扱う。（郵便により入札に参加している場合で、

再度入札分の入札書を事前に提出している場合を除く。） 

なお、再度入札を行っても落札者がいない場合には、日本郵便株式会社が定める金額

に最も近い入札者から順に価格交渉（一者指定契約）に移行するので見積書（所定の様

式）も複数枚用意しておくこと。 

８ 競りによる入札等の実施 

競り下げ（上げ）による入札の場合は、初度の入札を開札し、最低（最高）価格を入札

者に通知し、入札者相互間の競り下げ（上げ）による入札を行う。ただし、複数の者によ

る入札でなかったときは、競り下げ（上げ）による入札を行わない。 

なお、入札書は、複数枚準備しておくこと。 

９ 落札者の決定方法 

(1) 日本郵便株式会社が定める金額の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行

った入札者を落札者とする。ただし、その入札が、相手方となるべき者が申し込んだ

価格によった場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそ

れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序

を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、最低価

格をもって有効な入札を行ったものを落札者とせず、日本郵便株式会社が定める金額

の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込

みをした者を落札者とすることがある。 

(2) 落札者となるべき者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札

者を決定するものとする。 

また、入札者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の

ない社員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 

(3) 契約責任者等は、落札者を決定したときに入札参加者にその氏名（法人の場合はその

名称）及び金額を口頭で通知する。ただし、(1)のただし書きにより落札者を決定する場

合においては別に書面で通知する。 

10 落札決定の取消 

次の各号のいずれかに該当するときは、落札の決定を取り消す。ただし、契約責任者が、



正当な理由があると認めたときはこの限りでない。 

(1) 落札者が、契約責任者から求められたにもかかわらず契約書の取り交わし（又は請書

の提出）を行わないとき。 

(2) 落札者が入札書の内訳金額と合計金額が符合しない場合で、上記５により内訳金額の

補正を求められたにもかかわらず入札書の補正をしないとき。 

(3) 入札に関して虚偽又は不誠実な行為があったとき。 

11 契約書（又は請書）の作成等 

(1) 入札を執行した結果、落札者となった入札者は、遅滞なく契約書の取り交わし（又は

請書の提出）を行うものとする。（契約責任者が契約書の取り交わし又は請書の提出を求

めない場合はこの限りではない。） 

(2) 契約書（又は請書）において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨 

(3) 契約書（又は請書）の作成 

ア 契約書は２通作成し、双方各１通を保管する。 

イ 請書は１通作成し、日本郵便株式会社で保管する。 

ウ 契約書（又は請書）の作成に要する費用のうち落札者側に発生する費用は全て落札

者の負担とする。 

(4) 契約書（又は請書）の作成を省略した場合 

契約書（又は請書）の作成を省略した場合においても、落札者は以下のホームページ

に掲載された標準契約書の各条項（契約条項）を承諾の上、確実に履行する。 

   URL http://www.japanpost.jp/ 

     会社情報－調達情報－物品役務関係－入札に必要な各種様式－日本郵便株式会社用－契約条項 

12 競争に参加することができない者 

(1) 次の事項に該当する者は、競争に参加することができないものとする。 

ア 次の各号のいずれかに該当し、当社が取引先として不適当と認めた者。（これを代理

人、支配人その他の使用人として使用するものについても同様とする。）詳細について

は別表参照 

(ｱ) 不正又は不誠実な行為をした者 

(ｲ) 不法行為をした者 

(ｳ) 契約の履行に当たり、契約義務違反のあった者 

(ｴ) 安全管理の措置が不適切であると認められる者 

(ｵ) 契約相手方として不適切であると認められる者 

(ｶ) その他、会社に損害を与えた者 

イ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為

能力者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 

ウ 特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立

てをし、若しくはされた者。ただし、当該手続の終結の決定を受けた者は除く。 

エ 自己若しくは自己の役員等（役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人そ

の他の従業者をいう。以下この号において同じ。）又は自己の委託先（委託が数次にわ

たるときは、その全てを含む。）若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しな

い者。 

   (ｱ) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、

その他これらに準ずる者（以下この項において「暴力団等」という。）であること。 

(ｲ) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(ｳ) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(ｴ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有するこ



と。 

(ｵ) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること。 

(ｶ) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

なお、エの規定において、次の(ｷ)～(ｽ)に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(ｷ) 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又

は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

(ｸ) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

(ｹ) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力

を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対

し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴

力団員以外のものをいう。 

(ｺ) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構

成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行う

など暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務

の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力してい

る企業をいう。 

(ｻ) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行

為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。 

(ｼ) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、

不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威

を与える者をいう。 

(ｽ) 特殊知能暴力集団等 第１号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力

団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構

造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。 

(2) その他、個別の案件の参加資格につき、当社が審査を行う。 

13 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 契約保証金 

免除 

(3) 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期 

ア 支払方法及び支払場所等 

     郵便振替による届出郵便振替口座又は銀行振込による届出金融機関口座 

イ 支払時期等 

契約の履行を完了し、検収完了の確認に合格したときは、支払請求書を受理した日

から３０日（ただし、支払期日に当たる日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前

営業日）以内に支払う。

なお、支払代金に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

(4) 入札者は、入札後においては、入札者注意書等に掲げた事項、仕様書、図面、見本及

び現品並びに契約書案又は契約条項及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し

立てることができない。 

(5) 落札者の入札に関して虚偽又は不誠実な行為があった場合は、契約を解除することが

できるものとする。 

(6) 品質確認、検収及び検収完了の確認は契約条項の定めるところにより行う。 

なお、実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 



別表 

取引先として不適当と認める項目の詳細 

項目 要   件 

1 不正又は不誠実

(1) 契約の履行に当たり故意に製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関し
て不正の行為をしたとき 

(2) 落札又は見積額決定後、契約締結の拒否・辞退があったとき 

(3) 入札説明書又は入札者注意書の定めに違反した行為があるとき 

2 不法行為

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号）
に違反し、公正取引委員会から命令又は刑事告発を受けたとき 

(2) 会社の社員に対して行った贈賄又は詐欺等の容疑により逮捕又は逮捕を経
ないで公訴を提起されたとき 

3 契約義務違反

(1) 落札者の責めに帰すべき理由により契約の解除をしたとき 

(2) 契約不履行をしたもの 

(3) 契約の履行に際して知り得た会社の秘密を第三者に漏らし、又は利用した
とき 

(4) 履行遅滞があったとき（納期の猶予を認めた場合） 

(5) 品質確認不合格で、特に措置する必要があると認められるとき（減価採用
を認めた場合） 

(6) 隠れたかしが発見された物品の納入をした者で、特に必要があると認めら
れるとき 

(7) その他の契約違反があったとき 

4 安全管理の措置
が不適切

工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆若しくは
工事者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害（軽微なものを除く。）
を与えたと認められるとき 

5 不適切な相手方

(1) 会社との契約に係る事案で会社に損害を与えたとき 

(2) 社会的に問題となり、その反響度合いが著しくマスコミ等で大きく取り上
げられ、特に必要があると認められるとき 

(3) 上記各号に該当するもの以外で、契約の相手方として不適切と認められる
とき 


